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５月１日（水）から「り災（被災）証明書発行」「公費解体受付」の窓口が移動
■り災（被災）証明書発行窓口（毎日８時 30 分～ 18 時 30 分）
　「珠洲市民図書館」にあった窓口が
　　「珠洲市役所１階市民課」へ移動します。

■公費解体受付窓口（毎日８時 30 分～ 18 時）
　「珠洲市産業センター」にあった窓口が
　　「珠洲市民図書館」へ移動します。

公費解体（受付拡大・自費解体の費用償還・相談ブース）
■公費解体の受付拡大
　５月１日（水）からすべての方の申請
を受け付けます。事前に必要書類を準
備のうえ、申請してください。
  公費解体専用ダイヤル ☎０８０（７９７４）１７３７
　　　　　　　　　　　☎０８０（７０４６）１８２７
■自費解体の費用償還の申請受付（５月１日～）
　り災（被災）証明書で半壊以上の判定を受けた家
屋などを自ら工事業者と契約して解体し、支払い
された方への費用償還の申請受付を始めます。

［申請期限］
　令和５年奥能登地震分　2024 年５月 31 日まで
　令和 6 年能登半島地震分　2025 年１月 31 日まで
■相談ブースを開設（５月１日～）
　珠洲市民図書館に「相談ブース」を開設します。
公費解体についてお気軽にご相談ください。

ゴールデンウィークも開設している窓口
　ゴールデンウィーク期間中（土日、祝日）も、地震
に関連した各種手続きを受け付けています。
　　　　　●被災者支援総合窓口
　　　　　●り災（被災）証明書発行窓口
　　　　　●公費解体申請・相談窓口（公費解体のみ、受付は18時まで）
　　　　　●市民課、税務課、環境建設課

被災者生活再建支援金「基礎支援金」
申請期限が延長

　被災者生活再建支援金の「基礎支援金」について、
申請期限が下記のとおり延長されました。
■延長後の期限
　2026年１月 31日（土）

日時 場所

４月 30 日（火）① ② 宝立小中学校
（仮設住宅入居者優先）

５月 １日（水）① ② 宝立小中学校
５月 ７日（火）① ② 正院小学校仮設住宅集会所
５月 ８日（水）① ② 正院小学校仮設住宅集会所
５月 ９日（木）① ② 蛸島小学校体育館
５月 13 日（月）① ② 珠洲焼資料館
５月 14 日（火）① ② 珠洲焼資料館

■時間　①は 18 時～、②は 19 時～　

■説明会
　公費解体の制度や解体までの流れを説明します。
各地区での開催を予定しており、現在決定してい
る日程は下記のとおりです。
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個人設置型浄化槽（下水道料金を納めていない）
　修繕などにかかる費用を補助します。
■対　　象　・被災した合併浄化槽
　　　　　　・合併浄化槽へ転換する単独浄化槽
■上 限 額　［　５ 人 槽　］ 　978 千円 / 基
　　　　　　［ 6 ～ 7 人槽 ］1,188 千円 / 基  ほか
■申請方法　被害調査をしますので、浄化槽専用
　　　　　　コールセンター ☎０１２０（３２６）１２１
　　　　　　　 へご連絡ください。

珠洲市設置型浄化槽（下水道料金を納めている）
　現在、被害の調査を進めており、3 月下旬から珠
洲市が浄化槽や放流管の復旧工事を行っています。
■対　　象　アンケート調査で復旧を希望した合併浄
　　　　　　化槽（申請不要）
■費用負担　無し（流入管は個人での復旧をお願いします。）
■問い合わせ  環境建設課  ☎０７６８（８２）７７８６

　水道の「使用開始手続き」で申請した「使用開始
日」から２か月分の水道・下水道料金を免除します。

水道・下水道料金（２か月分の料金を免除）

使用状況 免除・減免内容
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珠洲市設置型浄化槽
（水道のみ、水道と井戸などを併用）

浄化槽が使用できることを
確認後、水道の使用開始日
から翌々月まで免除 ※

珠洲市設置型浄化槽
（井戸などのみ使用）

浄化槽が使用できることを
確認後に料金を算定 ※

※ 配管の損傷などで、「使用開始日」以降も水道・下水道（浄
　 化槽）が使えない場合は、申請により追加で減免となる場
　 合があります。
■問い合わせ  環境建設課  ☎０７６８（８２）７７８１

浄化槽の復旧「単独」から「合併」への転換が補助対象に
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市外で火葬した方の火葬費用を支給します
　珠洲市営斎場が使用できなかった期間中、市外
で火葬するために増加した費用を支給します。
■対象者　　2024 年１月１日から 2024 年３月
　　　　　　４日の間に珠洲市に住民登録があっ
　　　　　　た方を、珠洲市外で火葬するための
　　　　　　費用を負担した方
■対象費用　遺体安置場所や市内葬儀場から市外

　　　　　　葬儀場への搬送費、保管料、諸経費（ド
　　　　　　ライアイス、棺）など
■申請手続　（下記書類を危機管理室へ提出してください）
　　　　　　●支給申請書（兼）請求書　●火葬許
　　　　　　可証　●対象経費の内訳がわかる請求
　　　　　　書や領収書の写し　●通帳の写し
■問い合わせ　危機管理室☎０７６８（８２）７７２５


